
大
ヤ
仇
凶
年
ハ
川
三
十
一
日
emヨ
一
凋
調
便
物
語
可
、
管
凶

Z
日
↓
凶
a
R
Z刊
)

奉子-;:+二芸事第五読

干す電車量日-月五勾三三三手日置茜

論

叢

動
的
資
本
ご
租
税
公
正
蹄
・

牽
樽
の
小
作
制
度

財

産

生

命

保

険

時

論

支
那
の
岡
民
主
義
革
命

説

苑

助
郷
寸
」
農
民
の
生
活

草
津
宿
に
於
け
る
助
郷
じ
就
い
て

雑

鋸

幣
制
の
し
禁
札
に
来
一
く
百
姓
一
撲

地
理
的
認
識
の
性
質
に
つ
い
て

法

串

博

士

法

串

博

士

料
岬
品
千
博
J
3

人
え
串
博
士

相

同

事

七

純
時
川
干
し
仁

組
附
山
学
士

制
情
吊
士

議

一
岬
戸

河

田 鱒

載

)正

雄

嗣

rm 

小
島
日
同
太
副

矢

野

大
山
蚊
太
郎

黒
川
川
正
〈
治
凶

f品菊

田
i1: 

太

郎 臨

'.6'， .， 



財

命

保

除

生

産

太

llis 

島

昌

財
産
生
命
保
険
白
梗
概

財
産
生
命
保
険
に
於
け
る
停
検
事
件

制
庭
生
命
保
険
に
於
げ
る
保
険
制
問

回

財
古
生
命
保
険
に
於
け
る
保
険
金
制

五

財
産
生
命
保
険
に
於
け
る
拾
付

財
産
生
命
保
険
の
梗
概

一
九
二

O
宅

相

林

に

於

τ設
立
せ
ら
れ
た

E
Z
ω
5
2
〈

3
K
Z
E
D
q，〉
E
自
問
虫
色

mng沖
(
家
屋
生
命
保

は
、
そ
の
設
立
の
禁
年
よ
り
印
R
E
0
5
5
5込
n
E
2
5問
己
汎
稽
せ
ら
る
、
特
殊
の
保
険
の
餐
業

険
株
式
合
枇
)

を
開
始
し
た
。
之
は
従
来
に
そ
の
類
例
を
見
な
い
最
も
新
ら
し
い
保
険
で
あ
っ
工
、

一
」
的
待
枇
M
r
-
」
れ
骨
組
百
業

ι

日一 ~一一ー一一

し
て
行
ふ
に
至
っ
た
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
保
険
な
る
も
の
、
後
展
史
上
、
質
に
一
つ
の
査
期
川
刑
事
資
己
認
め

τも
よ

-
』
れ
を
財
産
生
命
保
険
Z
邦
諜

L
て、

い
も
の
で
ゐ
る
υ

な
は
、

-
』
、
に
そ
の
一
般
的
事
象
に
つ
い
て
研
究
せ
ん

面市

議

財
産
生
命
保
険

第
二
十
六
悲

第
五
腕

七
二
七

自身
査

d 

一九三O年六月二十六日ミ~f;民克誌を得、同年十月三十日合紅設立、

. "・・"



諦

財
産
生
命
保
険

第
五
腕

四六

第
二
十
六
巻

じ

j¥ 

叢

正
す
る
の
で
ゐ
る
。
併
し
、
そ
の
理
論
的
研
究
を
な
す
に
先
に
も
、
深
め
こ
の
保
険
は
如
何
な
る
も
の
で
ゐ
る
か

の
一
帯
質
を
調
査
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

財
産
生
命
保
険
は
、
今
日
ま
で
の
蕗
で
は
、
世
界
中
に
於

τ-
』
の
舎
駐
の
み
の
行
ふ
所
で
あ
る
。
告
し

τ、

の
曾
枇
の
行
ふ
所
の
財
産
生
命
保
険
は
、
現
在
で
は
家
屋
生
命
保
険
(
司
自
号
『
E
2
2
ω
刊
の
耳
目
ロ
色
、
機
械
生
命
保

険
(
》
H
Z
o
r
s
g
-
s
g
ω
耳
E
o
z
o
Eロ
叫
)
・
叩
連
搬
共
生
命
保
険
(
吋
ω宵
N
2向
己
号
。
ロ
ω22{n耳
目
ロ
問
)
、
動
産
生
命
保
険

(出

o
E一目立
m
Z
5耳昆の}凶作
2
5色
、
暖
房
装
世
生
命
保
険

(
N
S昨日
-FENEロ岡昌己創出羽ロ一角川
r
m
E
4
0
2
-
n
F
2
5叫)・
。ら
郁日

湯
装
詮
生
命
保
険

巧
ω 

5 
毛
E 
E 
0" 

" 
" z 
P 

2 
E 

" uA 
P 

骨
ロ
〈o 

n 
F 

" ロ

c/q 

電
動
器
生
命
保
険
(
巴
存
可
O
日
O
B

E
Eロ
-mF322ω

日

n
r
q
E
m
)
、
並
び
に
財
産
生
命
の
補
完
保
険
(
印
R
E
o
t
m
E由
記
営
N
E
m
T〈
m
E
n
r
E口
問
)
等
仁

分
れ
て
居
っ
て
、
世
間
の
需
要
に
従
ひ
、
益
』
こ
の
保
険

ω領
域
が
筑
大
せ
ら
る
、
一
傾
向
に
の
る
o

従
っ
て
、
曾

枇
財
政
の
献
態
も
次
第
に
膨
脹
し
、
純
盆
も
亦
大
仁
増
加
し
っ
、
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
即
も
、
最
近
に
於
り
る
そ
の

替
業
成
凶
闘
を
援
本
せ
ば
失
の
如
〈
で
あ
る
。

替
業
年
度

保
険
料
肱
入

積

盆詰

金

純

立

一
九
一
一
五
年

一、
O
五
六
、
三
三
凹

一J
一
一
入
、
岨
五
八

一三、
0
0
一

ブL

，、
年

一
、
三
一
ニ
一
、
五
九
八

、=一九一、

o
t
九

八
四
、
六
四
一

{
企
食
品
克
)

.' ...，・ー・"



さ

τ、
こ
の
財
産
生
命
保
険
な
る
も

ωは
如
何
な
る
も
の
で
ゐ
る
か
の
串
術
的
定
義
は
、
之
を
後
段
に
譲
b
・

強
備
的
説
明
t
し
て
平
易
に
之
を
通
ぶ
れ
ば
、

こ
の
保
険
は
、

財
産
に
も
、
人
間
吉
岡
慌
に
生
命
が
あ
る
ご
看
倣

し
、
生
命
保
険

特
に
我
闘
に
て
謂
ム
所
の
養
老
保
険
K
同
様
な
る
保
険
的
取
扱
ひ
を
之
に
奥
ふ
る
も
の
で
ゐ

る
。
放
に
‘

こ
れ
は
、
財
産
生
命
保
険
ご
い
ふ
名
和
を
も
つ
り
れ
ど
も
・
決
し

τ生
命
保
険
で
は
な
く

τ、
倒
産

保
険
の
一
一
樹
党
る
も
の
で
ゐ
る
。

こ
の
保
険
が
従
前
の
財
産
保
険
吉
田
高
る
根
本
的
特
徴
は
、
損
害
に
よ
ら
な
い
所
の
財
産
的
使
倣
の
減
少
お
し
〈

は
抽
削
減
に
謝
し
て
も
、
保
険
金
を
支
梯
ふ
駄
に
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
使
ひ
漉
み
若
し
く
は
物
質
的
腐
朽
並
び
に

経
済
的
尉
朽
を
も
、
保
険
可
申
件
(
〈
日
ω
R
F
O
Eロ
m
ω
Pロ
)
ご
す
る
鮎
に
ゐ
る
o

従
前
山
財
産
保
険
は
、
総
て
皆
、
損

害
填
補
保
険
(
印
。
E
ι
E
R
E
R
Z
E
n
F
2
5問
)

で
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
海
上
保
険
に
し
て
も
火
災
保
険
に
し
て
も
、

そ
の
保
険
#
件
ご
し
て
定
め
ら
れ
た
所
の
一
海
上
の
事
故
に
よ
h
、
者
し
〈
は
火
災
じ
よ
h
て
、
保
険
の
日
的
た
る

そ
の
結
果
、
敏
雄
胴
上
の
損
害
を
惹
起
し
た
ご
き
に
、
そ
の
経
憐
上
の
損
害
の
填
補
・

財
産
が
物
質
的
損
害
を
蒙

-h-

ご
し
て
保
険
金
が
支
梯
は
る
、
の
で
あ
る
。
然
る
に
‘

一
』
の
財
産
生
命
保
険
に
於

τは
、
保
険

ω目
的
た
る
財
産

が
、
火
災
ご
か
、
務
省
ピ
か
、
ま
た
は
爆
畿
な
ど
の
、
言
は
uy
突
後
的
な
強
力
な
事
件
に
よ
る
所
の
経
済
上
の
損

害
に
劃
し
て
現
怖
を
奥
へ
る
ば
か
ー
り
で
は
な
〈
目
通
常

ω方
法
で
使
用

L
て
居
つ

τも
、
年
月
の
経
過
正
共
に
兎

一一一一一一

る
、
ニ
ご
が
出
来
な
い
所

ω化
率
的
若
し
く
は
物
理
的

ω麹
化
・
卸
も
腐
朽
磨
損
等
を
も
保
険
事
件
Z
な

L
、-』

叢

iilIu 

川
櫨
生
命
保
険

体
二
十
六
巻

-t 

jι 

第
五
税

四
七
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五荷

瀧

[q 
A 

叫
刷
直
生
命
保
険

錦
二
十
六
巻

t 

0 

第
五
蹴

れ
に
よ
ー
り
て
生
じ
た
る
金
銭
的
債
値

ω減
滅
に
劃
し
て
も
保
険
金
を
支
梯
ひ
、
ま
た
縦

ο化
事
的
物
理
的
に
は
末

H
H
腐
桁
刷
出
現
ご
い
ふ
程
度
に
至
っ
て
居
な
い
り
れ
け
と
も
、
経
済
上

ω事
情
的
磁
化
に
よ
っ
て
金
銭
的
傾
似
が
減
減

L
K
場
合
に
は
、

之
を
保
険
事
件
Z
し

τ、
保
険
金
の
支
机
ひ
を
な
す
の
で
ゐ
る
。

放
に
-
-
の
保
険
は
、

そ
の
字
面
に
於
て
、
損
害
填
補
保
険
で
あ
る
ぜ
共
に
、
ま
た
他

ω字
面
に
於

τは
非
損
害

填
補
保
険

(
Z
n
F
g
n
F
邑
ヨ
目
白
山
訂
正
E
n
F
2
1
5
問
)
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
保
険
は
、
右
に
述
よ
る
が
如
く
、
使
用
に

よ
る
腐
朽
廃
損
者

L
〈
は
純
臨
胴
上

ω事
情
的
援
化
に
基
〈
令
鎖
的
倒
値
り
減
減
を
も
、
保
険
事
付
正
す
る
の
で
ゐ

る
か
ら
、
従
来
り
財
産
保
険
が
概
ね
一
知
期
の
契
約
で
あ
る
に
反
し
、

こ
の
保
険
は
数
年
若
[
〈
は
数
十
年
に
一
旦
る

長
期

ω契
約
に
よ
h
t
行
は
れ
、
保
険
料
り
支
抑
ひ
も
・
毎
年
一
定
山
時
期
に
行
は
れ
る

ωで
ゐ
る

G

従
っ
て
、

こ
の
保
険
は
、
こ
れ
ら
の
勅
に
於

τは
、
生
命
保
険

ι
そ

ω取
扱
ひ
が
相
似

τ居
る
。

財
産

ω使
用
に
よ
る
所
の
腐
朽
磨
損
若
し
く
は
経
済
上
の
ヰ
怖
の
様
化
に
基
〈
所

ω金
銭
的
側
他

ω減
少
滅
失

に
釣
し
て
は
、
通
常
、
曾
計
上

ω手
続
き

t
L
て
、
原
倒
館
却
及
び
積
立
金
の
方
法
が
行
は
れ
る
。
併
L
・
こ
の

方
法
は
、

か
〈
の
如
き
胤
困
に
よ
る
所
の
金
銭
的
僧
位

ω減
少
滅
失
が
、
原
岬
桐
鈎
却
及
び
積
立
金
の
計
査
に
於

τ

議
定
せ
ら
れ
た
る
年
月
を
経
過
し
た
る
後
に
起
る
ご
き
は

一
』
れ
に
謝
す
る
準
備
E
し

τ何
等

ω不
都
合
は
な
い

り
れ
Y
』
色
、
若
し
こ
の
計
査
に
議
定
せ
ら
れ
た
る
年
月
の
経
過
以
前
に
起
る
ご
さ
は
、

こ
れ
に
勤
す
る
準
備
、
己
し

τ不
完
全
た
る
を
兎
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
殊
仁
こ
の
方
法
は
、
縦
ひ
、

正
常

ω道
税

ミ

j

目
、
君
、
ヨ
ヨ
一
よ
い
v

、

A
N
J

、fiν
4
M
m

↑ιtut

-

E 帽・・・e・、



を
緩

τ生
す
る
金
銭
的
傾
低

ω減
少
滅
失
に
謝
し
て
は
役
立
も
得
る
ご
し

τも、
そ
れ
ら
が
生
A
V
る
以
前
に
於
て

も
、
往
年
、
殺
生
す
る
ニ
ご
の
可
能
あ
る
突
俊
的
な
強
力
的
原
因
に
よ
る
損
害
・
例
へ
ば
火
災
、
爆
畿
の
如
き
事

件
に
よ
h
て
生
宇
る
金
銭
的
損
害
を
填
補
す
る
準
備
ご
し

τは
頗
る
不
完
全
な
る
も
の
で
あ
る
引

そ
れ
故
に
、
多
数
り
僻
舶
を
所
有
す
る
者
の
如
き
に
あ
h
て
は
、

こ
の
原
倒
卸
却
ピ
積
立
金
正
山
方
訟
を
以
て

準
備
す
る
外
に
、
夏
に
か
の
謂
は
ゆ
る
自
家
保
険
を
以
て
そ
の
準
備
ご
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
自
家
保
険

は
要
す
る
に
一
稀
の
積
立
金
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
、
偶
然
仁
突
畿
す
る
事
件
に
謝
す
Z
準
備

正
し
て
不
完
全
な
る
の
黙
は
一
般

ω積
立
金
ピ
殆
ど
選
ぶ
所
が
な
い
1

0

-

』
、
に
於

τ・
突
後
的
な
偶
然
な
る
事
件

に
謝
し
て
、
財
産
保
険
を
以

τ準
備
す
る
ご
共
に
・
通
常
の
曾
計
手
続
き
に
於
て
は
、
原
償
紛
却
や
積
立
金
を
以

て
行
ム
所
内
準
備
に
も
、
亦
同
様
に
、
保
険
り
方
法
を
以
て
均
し
〈
備
へ
ん
=
す
る
の
考
へ
は
、
随
分
古
く
か
ら
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。

か
の
へ
U

F

T

V

・
~
ッ
カ
(
出
2
E
E口
出
色
白
)
の
如
、
さ
も
・
併
に
一
八
九
四
年
に
、
保
険
契

約
の
法
的
性
質
を
論
中
る
論
文
に
於

τ、
理
論
的
に
こ
の
問
題
を
研
究
し
て
、
意
見
を
費
表

L
た
こ
芭
が
あ
る
叫

併
し
、
愈
』
ニ
の
保
険
が
貨
行
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
の
は
、

』
y

z
・
』
イ

7
y
(
国

E
m
国
3
d
g
n
)
の
努
カ
の

結
巣
で
ゐ
つ

τ、
伎
は
前
越

ω曾
枇
を
設
立
し
て
、
-
』
れ
に
よ
っ
て
そ
の
計
査
を
賞
行

L
た
の
で
あ
る
。

ー
ー

財
産
生
命
保
険
に
於
げ
る
保
険
事
件

画

議

四
九

財
産
生
命
保
険

第
二
十
六
笹

七
三
一

第
五
硯
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輸

最

第
二
十
六
径

五
O 

七

第
五
現

財
産
生
骨
保
険

今
日
行
は
る
、
財
産
生
命
保
険
に
於
り
る
被
保
険
物
件
(
保
険
り
目
的
)
は
、
墨
に
こ
の
保
険
の
柿
類
を
泉
・
げ
た

る
際
仁
示
し
た
る
が
却
〈
‘
家
屋
・
機
械
、
運
搬
品
、
動
産
、
暖
房
製
置
、
給
湯
装
置
、
電
働
探
等
で
あ
る
。
こ

の
中
、
家
屋
じ
は
佐
宅
.
事
務
室
、

工
場
、
倉
雌
等
を
合
み
、
動
産
に
は
商
品
、
備
口
問
、
家
具
等
を
合
む
。

こ
れ
ら
の
被
保
険
物
件
に
つ
吉
如
何
な
る
事
件
が
後
生
し
た
る
己
主
に
、
こ
の
財
産
生
命
保
険
は
、
保
険
金
の

支
梯
ひ
を
な
す
か
。
換
言
せ
ば
、

F

』
の
保
険
に
於
て
は
、
如
何
な
る
事
柄
を
以

τ保
険
事
件
(
寸
ZM一
岳
町
内
富
岡
ω
巴
一
)

ど
す
る
か
。
ふ
て

ニ
れ
を
前
越
の
曾
祉
の
家
屋
生
命
保
険
に
於
け
る
普
通
保
険
約
款
に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
の
保

険
事
件
は
、
第
一
種
Z
第
二
穣
Z
に
H
T
た
れ
て
居
る
。

第
一
稲
の
保
険
事
件
は
、
イ
屋
根
寄
り
水
漏
り
.
ロ
虫
倣
.
』
同
地
根
の
構
遁
部
分
に
於
り
る
破
瞬
、
荷
量
段
者

(

(

(

 

L

(
は
、
不
荷
耐
火
壁
・
ま
た
は
柱

ω亀
裂
.
二
れ
ら
が
保
安
並
び
に
保
般
の
見
地
よ
b
、
嘗
該
側
所
を
使
用
仁

耐
え
5
る
も
の
ご
な

L
花
正
認
め
ら
る
、
こ
ど
‘
ニ
水
道
管
り
使
用
に
よ
る
自
然
的
腐
朽
.
の
四
つ
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
に
劃
し
て
は
、
品
目
枇
は
、
そ
の
損
傷
を
修
繕
す
る
に
要
す
る
費
用
の
支
抽
酬
を
な
す
。

第
二
種

ω保
険
事
件
は
、
イ
人
間
山
…
継
鋭
的
滞
留
を
な
す
場
所
が
抑
制
潤
を
帯
び

τ、
保
安
並
び
に
保
健
の
見
地

よ
り
使
用
に
耐
え
F
る
も

ω正
認
め
ら
る
、
じ
至
る
-
』
吉
、
ロ
地
下
水
に
よ
る
損
傷
、
ご
怨
遺
物
の
沈
下
、
の
一
一
一

一
』
れ
ら

ω場
合
に
於
て
は
、
曾
一
舵
は
そ
の
損
害
填
舗
の
支
梯
を
な
す
。

つ
で
あ
っ
て
、

術
ほ
、
こ
の
第
一
一
棚
、
第
二
組
仁
属
す
る
損
傷
仁
つ
い

τ、
行
政
官
邸
若
L
〈
は
警
察
署
よ
h
J
、
修
繕
を
命
ぞ

a . -ー... .-~. 



ら
れ
た
る
正
き
は
・
曾
此
は
も
』
れ
に
要
す
る
費
用
の
支
抽
酬
を
な
す
。
且
つ
特
約
め
る
ピ
ミ
一
き
は
・
右
の
第
一
一
棟
、
第

二
施
の
保
険
事
件
己

Lτ
列
翠
せ
ら
れ
た
る
以
外

ω事
柄
で
も
、
可
修
損
害
(
宮
口
国
各
自
白

n
E品
目
)
を
惹
起
す
も

の
は
保
険
挙
件
ご
し
て
、
之
じ
謝
し
て
は
附
加
保
険
(
N
E
白

Z
Z
E
n
F
E百
四
)
仁
よ
h
て
そ
の
填
柿
を
引
受
付
る
。

併
し
、

ニ
μ
ら
の
第
一
穂
、
第
二
組

ω保
険
事
件
、
並
び
に
附
加
保
険
に
よ
り

τ引
受
げ
た
る
保
隙
山
中
件
で
ゐ

っ
て
も
、
同
一
極
類
の
損
害
hz.

再
度
悲
趨
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
第
二
回
目
の
も
の
及
び
そ
れ
以
後
の
も
の
に

勤
し
ー
は
・
曾
枇
は
・
保
険
金
支
梯

υの
義
務
な
き
・
』
正
じ
し
て
居
る
o

切
れ
山
市
は
・
第
一
回
り
姻
傷
の
場
合
に
・

遁
賞
な
る
修
繕
を
な
し
た
る
場
合
に
は
、
大
峰
、
同
一
の
損
傷
が
趨
ら

e
さ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
規
定
を
設
け

て
、
保
険
契
約
者
が
保
険
金
を
受
領
し
な
が
ら
十
分
な
る
修
繕
を
な
さ
い
V

る
こ
吉
、
、
真
に
之
が
た
め
不
常
に
保

険
事
件
の
惹
超
古
る
、
こ
吉
、
を
強
防
す
る
趣
旨
で
ゐ
る
。

右
に
列
血
吊
し
た
る
、
保
険
事
件
は
第
一
械
の
も
の
も
、
第
二
積
の
も
の
も
、
共
に
・
費
生
の
可
能
が
あ
る
正
い

4
に
止
ま
り
、
財
産
の
運
命
に
於

τ必
然
的
に
資
生
す
る
も
の
ご
は
限
ら
な
い
性
質

ωも
り
℃
ゐ
る
。
然
る
に
財

産
生
命
保
険
に
於
て
は
、
右
の
第
一
穂
ま
た
は
第
二
種

ω保
険
事
件
に
よ
ら
す
、
ま
た
火
災
ご
か
爆
後
ご
か
の
、

調
は
ゆ
る
「
突
後
的
な
強
カ
な
原
因
」

(ι
↑
0
1
k
N
E
n
r
o
問
。
毛
色
宮
山
目
。

s
z
n
r
o
)
に
よ
ら
な
〈
ご
も
、
保
険
の

目
的
花
る
財
産
が
必
然
に
遭
遇
す
る
の
運
命
ご
も
認
め
ら
る
、
所
の
も
の
を
も
、
保
険
事
件
正
し
て
居
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
保
険
に
特
有
な
る
性
質
で
あ
る
。
郎
も
、
保
険
諮
努
に
於

τ
「
曾
枇
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定

論

叢

主

第
二
十
六
替

財
産
生
命
保
険

-(， 

第
五
都

Vgl. !i '~J. AlIgemcinc Versicherungsbedingungcn fur Hauslebensver. 

sicherung， Hauslcbcns VcrsicllcrlIngs-Al:tiengesellschaft， Bedill 
~ 4 C-3， a. a. 0， 2) 
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論

議

財
産
生
命
保
険

五

第
二
十
六
趣

ヒ
三
回

節
五
錦

し
た
る
保
険
事
件
(
上
に
越
ぺ
た
る
も
の
)
に
よ
ら
宇
ご
も
、
保
険
の
目
的
の
使
用
可
能
性
の
減
少
ま
た
は
喪
失
に

よ
・
り
て
、
念
日
nF
宮町
E
m
E
n
m
O
L日
〈
注
目
同

ι
2
の
め
宮
gnH昌
司
区
間

r弘同)、

そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
生
じ
た

る
物
的
損
害

(
m
R
r
E
E
ι
g
)
を
も
亦
填
補
す
る
」
ピ
レ
ふ
も
の
が
・
」
れ
で
あ
る
。

以
上
は
、
こ
の
財
産
生
命
保
険
に
於
け
る
回
有

ω保
険
事
件
た
る
所
の
も
の
で
ゐ
る
。
併
L
、
曾
祉
は
、
被
保

険
者
の
た
め
仁
特
約
ゐ
る
ご
き
は
、
衣
の
事
柄
を
も
保
険
事
件
Z
L
T
取
扱
ふ
。

イ
普
通
以
上
の
強
力
原
因
に
よ
る
損
害
(
印
0
5
ι
g
含
百
E
Z
F
2
0
の

2
色
町
)
、
卸
ち
不
可
抗
力
的
事
件
、
例

へ
ば
、
地
震
、
旋
風
、
岩
石
の
崩
壊
、
土
地
の
泌
下
、
氾
濫
、
火
災
、
雷
火
、
爆
畿
等
の
宜
伸
世
間
哉
の
作
用
。
但

し
、
天
候
並
び
に
四
季

ω麹
化
に
直
接
間
接
に
本
づ
〈
所
の
緩
慢
な
る
作
用
、
卸
も
雨
雲
、
夏
熱
・
冬
冷
に
よ
h
J

目
』
、
に
言
ふ
澱
カ
.
原
因
に
よ
る
も
の
Z
認
め
な
い
。

て
保
険
の
目
的
ま
た
は
そ
の
一
部
分
の
蒙
る
影
響
は
、

ロ
戦
崎
市
に
於
け
る
彪
置
、
若
し
く
は
戦
時
ま
た
は
戒
股
布
告
後
に
於
け
る
軍
窓
ま
た
は
行
政
官
膳
の
蕗
置
、

並
び
に
戦
守
部
品
盟
仁
際
し
、
行
政
官
聴
ま
た
は
警
察
官
磁
的
執
行
す
る
そ
の
他
的
廃
置
。
但
し
こ
れ
ら
の
事
件
を

特
約
を
以
て
引
受
り
な
い
場
合
に
於

τも
・
前
越
の
第
一
棟
、
第
二
稀
の
保
険
事
件
た
る
も
の
は
、
依
然
t
し
て

曾
祉
の
責
任
の
下
に
ゐ
る
o

家
屋
生
命
保
険
に
於
け
る
普
通
保
険
事
件
、
並
び
に
特
別
保
険
事
件
は
右
に
池
よ
る
が
如
き
も
の
で
め
る
。

~ 8. a).， a. a. O. 
~ 8. b).. •. a. O. 2) 
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今

-
』
れ
ら
の
事
件

ω性
質
を
見
る
に
、

こ
れ
ら
は
い
づ
れ
色
、
物
質
的
意
義
に
於
て
、
財
産
に
何
等
か
の
損
傷

を
奥
ふ
る
も
の
な
る
は
疑
ひ
な
き
所
で
あ
る
。
こ
の
貼
よ
・
り
し
て
、

こ
の
保
険
事
業
の
閥
係
者
等
は
、
〉
E
E
N
a

E
m
a
n
z
ι
2
E
い
ふ
言
葉
を
以
て
‘
こ
れ
ら
の
保
険
事
件
を
包
括
し
て
居
る
o
併
し
乍
ら
、

こ
れ
ら
の
事
件
が
惹

き
起
す
所
の
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の
経
済
上
の
意
味
を
吟
味
す
れ
ば
・
ぞ
れ
ら
は
必
宇

L
も
純
雄
胴
上
に
於
て
の
損

ゆ
肯
で
は
な
〈
、
寧
ろ
使
用
消
費
に
基
く
債
俗
的
減
少
消
滅
吉
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
多
〈
あ
る
。
放
に
こ
の

保
険
は
、

た
い
に
財
産
の
経
務
上
の
意
味
に
於
け
る
損
害
の
填
補
土
目
的
正
す
る
ば
か

b
で
は
な
〈
、
寧
ろ
多

〈
、
財
産
の
使
用
消
費
に
基
く
債
他
的
減
少
滅
失
に
謝
す
る
墳
ι仰
を
以
て
、
そ
の
目
的
正
す
る
も
の
で
ゐ
る
ご
言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
賂
は
、

こ
の
保
険

ω本
質

ω如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
併
究
す
る
に
つ
き
重
要
な
る
関
係

に
ゐ
る
も
の
で
ゐ
る
炉
ら
、

こ
、
に
一
昔
一
一
日

ω注
意
を
な
す
の
で
ゐ
る
が
、
併
し
噌
』
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
保
険

ω会

般
を
説
明
し
た
る
後
、
真
に
詳
細
に
論
及
す
る
で
あ
ら
う
。
今
は
た
い
、

こ
の
保
険
に
閲
す
る
理
論
を
築
〈
た
め

の
材
料
た
る
事
質
全
明
か
に
す
る
が
た
め
、
現
術
的
論
述
芭
し
て
保
険
諮
券
に
示
苫
れ
た
る
所
に
従
ひ
、
事
柄
の

意
味
を
明
附
に
解
説
す
る
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
崎
。

保
険
掛
川
券
に
於
て
は
、
前
論

ω如
(
、
品
目
枇
は
、
保
険

ω目
的
た
る
建
物
に
つ
き
、
「
使
用
可
能
性
の
減
少
岩

し
〈
は
喪
失
に
よ
b
て
生
じ
党
る
物
的
損
害
」
(
品
Z
R
E

呂
町
ロ
斥
E
ロ
向
。
且
耳
〈
色
E
円
借
可
の
内
『
E
5
r
m卸
民
事
各

s
z
n
F
S
ι
g
印
刷

nrunE《
凶
作
ロ
)
を
填
補
す
る
ご
規
定
し
て
居
る
か
ら
、

こ
の
規
定
を
正
面
よ
・
り
そ
り
文
字
通
り
に

前

接

財
産
生
命
保
険

第
-
一
十
穴
巷

七
三
五

第
五
腕

r.. 
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論

議

助
産
生
命
保
険

第
二
十
六
巻

第
五
組

五
回

七
= 
J、

解
す
る
な
ら
ば
、
曾
祉
は
、
物
的
損
害
を
直
接
仁
填
補
す
る
も
の
、
如
(
に
ご
れ
る
。
郎
も
、
曾
枇
は
、
屋
根
の

雨
漏
り
の
場
合
に
は
、
屋
根
職
人
を
被
保
険
者
の
家
ヘ
や
っ
て
之
を
修
繕
L
、
特
に
亀
裂
が
出
家

τ保
安
上
姶
て

泣
き
雛
〈
な
っ
た
古
き
に
は
、
大
工
を
や
っ
て
之
を
取
替
へ
さ
す
が
如
き
こ
ご
を
す
る
様
に
見
え
品
。
併
し
‘
合

枇
は
、
賞
際
に
於

τは
か
く
の
加
、
さ
技
術
的
物
的
填
補
を
す
る
の
で
は
な
く
し

τ、
た
¥
保
険
金
ご
し
て
或
額

の
貨
怖
を
支
掛
ム
に
り
で
の
品
。
司
、
れ
を
凹
ρ
ぽ仏
0
2白
区
ロ
ロ
四
百
名
づ
り
て
、
保
険
諮
券
の
上
仁
、

F

い
の
文
字
が

随
所
に
伎
は
れ

τ居
る
o

即
も
・
曾
枇
は
、
経
済
上
の
填
舗
を
な
す
の
で
あ
る
。

-
』
の
保
険
仁
於
て
、
曾
耐
の
な
す
所
、
邸
ち
曾
枇
の
給
付
た
る
所
の
も
の
は
、
右
の
加
〈
、
経
務
上
の
填
補
を

な
す
の
で
あ
る
ご
す
れ
ば
、

そ
の
填
補
せ
ら
る
、
所
の
も
の
は
経
済
上
の
性
質
の
も
の
で
な
り
れ
ば
な
ら
凶
。
放

に
、
保
険
詑
券
に
調
ふ
所

ω「
使
用
可
棺
性

ω減
少
若
し
〈
は
喪
失
に
よ
り
て
生
じ
た
る
物
的
損
害
」
を
填
補
す
る

正
い
ふ
は
、
結
局
「
使
用
可
能
性

ω減
少
若
し
く
は
喪
失
」
を
填
補
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

L

て
、
経
済
上
の
意
味
に
於
け
る
「
使
用
可
抱
性
」
の
減
少
若
し
く
は
喪
朱
古
い
へ
ば
、
之
を
輯
卒
に
推
断
す
る
ご

「
使
用
調
値

ω
減
少
若

L
く
は
東
失
」
ご
い
ふ
ニ
古
の
如
〈
に
ご
れ
る
o

併
し
、
保
険
諸
島
骨
骨
よ
〈
読
む
で
見
る

吉
、
こ
れ
は
、
使
用
傑
倣
の
減
少
若
し
く
は
喪
失
を
意
味
す
る
の
で
は
な
(
て
、
寧
ろ
「
交
換
碩
他
省
し
く
は
貨

幣
町
四
位
の
減
少
若

L
〈
は
喪
失
」
を
意
味
す
る
の
で
ゐ
る
こ
己
が
分
る
。

保
険
純
血
分
は
、
こ

ω駄
に
つ
い
て
こ
う
規
定
し
て
盾
る
。
「
保
険
り
目
的
た
る
建
物
を
修
繕
維
持
す
る
が
た
め

，
 

，
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ω費
用
が
、
専
門
家
の
鑑
定
に
従
ひ
、
蛍
時
に
於
け
る
新
築
債
格
の
三
分
の
二
を
超
過
す
る
場
合
じ
は
‘

定
の
意
味
に
於
げ
る
使
用
可
能
性
の
喪
失
ピ
見
倣
す
。
」
即
も
.
使
用
可
能
性
が
向
ほ
必
在
す
る
か
或
は
併
に
喪
失

の
規

し
た
か
を
、
見
極
め
る
の
標
準
ご
し

τは
、
修
繕
費
ピ
新
築
債
格
ご
を
比
較
す
る
こ
正
に
な
っ
て
居
る
o

(1) 

1~ 

総
費
ご
い
ひ
新
築
酬
明
崎
、
と

ν
ひ、

い
づ
れ
も
使
用
慣
値
で
は
な
く
し

τ明
か
に
交
換
償
値
で
ゐ
る
。
貨
幣
鋪
値
で

ゐ
る
o

放
に
、
「
使
則
可
能
性
的
喪
失
」
ご
い
ふ
こ
ピ
は
、

こ
の
保
険
に
於
て
は
‘
保
険

ω目
的
た
る
財
産
の
交
換

債
仮
即
も
貨
幣
附
慣
備
が
或
る
一
定
り
標
準
ま
で
減
少

L
た
る
-
』
ご
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
よ
ち
て
見
る
さ
、

こ
の
保
険
に
於
て
は
.
結
局
、
「
使
用

ω結
果
、

財
産
の
交
換
贋
値
即
も
貨
幣
煩
値

が
或
一
定

ω程
度
に
ま
で
減
少
す
る
こ
ご
」
を
以
て
一
つ
の
保
険
事
件
ご
す
る
こ
ご
が
明
か
で
あ
ら
う
。

財
産
生
命
保
険
に
於
け
る
保
険
期
間

財
産
生
命
保
険
に
於
け
る
保
険
事
件
は
、
右
に
通
よ
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
如
何
な
る
期
闘
の
問

仁
後
生
す
れ
ば
、
保
険
者
以
、
保
険
金

ω支
梯
を
な
す
-
』
正
、
な
る
か
。

-
}
れ
は
、

一
-
の
保
険

ω本
質
を
見
る
に

っ
き
、
保
険
事
件
に
次
い
で
重
要
な
る
問
題
で
あ
る
。

-
』
の
保
険
に
於
て
は
、
そ
の
保
険
事
件
た
る
も
の
が
、
列
嗣
事
的
に
示
さ
れ
て
居
る
に
付
で
も
多
純
に
豆
、
り
、
殊

仁
、
「
保
険
の
目
的
内
全
部
者
L
〈
は
一
部
に
つ
き
、
使
用
可
曲
脳
性

ω減
少
又
は
喪
失
に
よ
り
生
中
る
損
害
」
ご
い

論

量生

五
五

財
産
生
命
保
険

第
一
一
十
六
巻

レ
』
コ
一
ト
L
M

第
五
観
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第
A

有
披

ム
が
如
き
・
謁
は
ゆ
る
〉

F
E
H
N
E
q
R
F注
目
を
も
保
険
可
申
件
芭
し
て
居
る
。
然
る
に
、
か
〈
の
如
き
も
の
を
保

論

護

第
二
+
穴
巻

七
三
λ

五
六

財
産
生
命
保
陰

険
事
件
正
す
る
な
ら
ば
、
保
険

ω目
的
た
る
財
産
は
、
如
何
な
る
も
の
で
も
、
結
局
は
、
話
券
に
列
車
的
仁
一
不
吉

れ
た
る
事
件
か
・
若
し
く
は
、
「
突
俊
的
な
強
力
な
る
事
件
」
か
、
然
ら
5
れ
ば
、
調
は
ゆ
る
』
『

E
E
E
m
a官
庁
ロ

に
遁
ふ
の
外
な
き
も
の
で
あ
る
o

換
言
す
れ
ば
、
早
晩
・
何
等
か
の
保
険
事
件

ω後
生
ゐ
る
を
見
れ
ざ
C

る
も
の
で

あ
る
。

-
』
の
貼
は
、
生
命
保
険
.
特
に
我
闘
に
於
け
る
養
老
保
険
E
い
は
る
、
も
の
な
ど
に
頗
る
枇
似
し

τ厨
る
。

然
る
に
、
火
災
ご
か
爆
畿
ご
か
い
ふ
が
如
き
、
調
は
ゆ
る
「
突
後
的
な
強
力
な
事
件
」
は
、

そ
の
俊
生
の
時
駄
が

明
瞭
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
〉

F
E
R
E
g
R
F同
庁
ロ
な
る
も
の
は
|
|
使
刈
の
結
川
市
記
し
て
使
用
に
耐
え
F
る

に
至
る
ご
い
ふ
こ
Z
は
|
|
多
〈
は
急
激
に
起
る
の
で
は
な
〈

τ、
緩
慢
に
生
宇
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が

い
つ
巣

Lτ
後
生
し
た
か
ご
い
ふ
こ
Z
は
、
師
削
る
確
定
し
灘
き
も
の
で
あ
る
。
財
産
が
・
阪
に
使
用
に
耐
え
さ
る

欺
態
じ
な
っ
て
居
る
か
、
未

rそ
の
獄
態
に
立
も
至
っ
て
居
な
い
か
古
い
そ
』
ご
は
、
或
は
鑑
定
に
よ
っ
て
見
極

め
の
付
く
二
ご
で
あ
ら
う
。
併
し
・
或
時
結
が
、
街
ほ
使
刈
に
耐
え
る
紋
舗
に
最
早
や
之
に
耐
え
、
3
る
朕
越
正

ω分
田
町
に
ゐ
る
も
の
で
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
、
左
総
な
時
鮎
は
確
認
す
る
こ
ご
が
殆
ど
不
可
能
で
ゐ
る
。
そ
れ
故

に
、
荷
も

か
、
る
畿
生

ω時
貼

ω
確
認
し
雛
き
事
件
を
保
険
半
件
ご
す
る
か
ら
に
は
、
こ
の
保
険

ω賀
行
上
、

諌
め
、
保
険

ω目
的
た
る
財
産
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
使
用
に
耐
え
る
も

ωで
ゐ
る
か
、

ご
い
ふ
使
用
年

限
を
定
め

τ置
か
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
こ
れ
は
・
勿
論
、
専
門
家
的
鑑
定
じ
ょ
っ

τ定
め
る
の
で
ゐ
る
が
、
結
局

， ・..・頃，・



は
保
険
者
ご
被
保
険
者
ご
が
同
意
し
た
所
の
言
は
h
v

任
意
の
決
定
で
あ
る
。
こ
の
勲
、
恰
も
、
養
老
保
険
に
於

て
、
本
来
、
人
間

ω老
衰
ご
ド
ム
こ

F
T保
険

4
件

t
す
べ
き
で
ゐ
る
に
拘
は
ら
や
、

ぞ
れ
が
保
険
的
実
行
上
不

πJ白
b
ι
i会

Z
ち
こ

1
1
j
j
t
l
 
一
定

ω年
齢

ω到
迭
を
以
て
保
険
事
件
ご
す
る
の
外
な
き
ご
同
様

ω事
情
に
あ
る
。

か
〈
て
、

-」

ω財
産
生
命
保
険
に
於
て
は
、

〉『

E
H
N
E
q目
F
E
E
ご
い
ふ
こ
子
炉
」
以
て
一
つ
的
保
険
事
件
ご

す
る
の
結
果
、
保
険
的
目
的
た
る
則
産
は
、

い
つ
ま
で
使
用
に
耐
え
る
か
ぜ
い
ふ
こ
ピ
を
詔
定

Lτ
、
そ
の
期
間

を
以
て
保
険
期
間
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
保
険
諮
券
に
は

こ
の
貼
に
つ
い
て
、

炉
う
規
定
し
て
居
る
。
「
保

険
期
間
は
、
保
険
に
附
せ
ら
る
、
、
目
的
物
に
つ
き
、
使
用
の
和
知
に
従
ひ
、
第
一
僚
に
揚
げ
た
る
保
険
事
件
の
総

て
を
考
慮
し
、
之
を
検
査
し
た
る
品
位
、
凋
立
の
専
門
家
の
鑑
定
を
基
礎
Z
し
て
、
車
一
的
に
決
定
す
る
。
」
こ
、
に

軍
一
的
に
決
定
す
る
(
丘
町

MFotznF
『
自
民
自
自
同
)
ご
い
ふ
は
、

こ
の
保
険
に
於
て
は
、
前
週
の
如
〈
保
険
事
件
芭
す

る
も
の
が
、
深
山
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
一
つ
宛
に
つ
い

τ各
1
保
険
期
間
を
定
め
る
の
で
は
な
〈
、

れ
ら
の
線

τに
つ
レ
て
包
括
し
て
一
つ
の
保
険
期
間
合
定
む
ご
い

4
意
味
で
ゐ
る
。

か
〈
の
如
〈
、
保
険
期
聞
は
、
通
常
は
、
保
険
的
円
的
の
使
用
可
能
性
に
劉
す

Z
専
門
家
の
鍛
定
を
基
礎
Z
L

て
、
定
め
る
の
で
あ
る
o
併
し
、
常
事
者
は
何
等
か
の
事
情
に
よ
。
、

ニ
の
専
門
家
の
鑑
定
し
た
る
所
よ
b
も、

短
き
期
間
を
以

τ保
険
期
間
ピ
な
さ
ん

t
欲
す
る
場
合
が
な
い

t
は
限
ら
な
い
。

間
以
内
に
於
て
保
険
期
開
を
定
む
る
噂
」
ご
が
出
来
る
。

か
、
る
場
合
に
は
、
鑑
定
の
期

論

軍

財
産
生
命
保
険

第
二
十
六
巷

第
五
蹴

七
三
九

ヨ王
七

ぞ
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論

車

財
産
生
命
保
険

第
二
十
六
巻

五
ノ、

七
四

O

第
五
雄

ま
た
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
契
約
後
、
保
険
事
件
後
生
の
以
前
に
於
て
、
保
険
期
間
の
延
長
ぞ
希
望
す
る
に

至
る
こ
ご
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

然
る
場
合
に
於
て
は
、
「
夏
に
、
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
h
て
定
h
u
る
所

ω期

保
険
期
聞
を
合
致
せ
し
む
る
こ
ご
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
婚
家
の
保
険
期
間
に
謝
す
る

保
険
料
を
遁
慌
に
盤
延
す
る
こ
ご
、
寸
る
o
」
但
し
、
噂
』
の
鈷
仁
つ
い
て
、
曾
枇
正
保
険
契
約
者
ご
の
意
見
が
合
致

聞
に
、

し
な
い
己
き
は
、
阪
に
定
ま
れ
る
保
険
期
聞
の
絡
に
際

L
、
曾
一
凪
は
、
保
険
の
終
了
を
通
告
す
る
こ
さ
が
出
来

る。
若
L
ま
に
、
「
保
険

ω目
的
た
る
建
物
の
使
用
可
能
性
の
喪
失
が
、
保
険
期
間
決
定

ω際
に
椴
定
せ
ら
れ
て
居

っ
た
所
よ
h
も
、
早
〈
生
じ
た
場
合
に
は
、

ニ
れ
に
よ
h
て
生
む
た
る
損
害
砂
ヘ
保
険
期
間
の
経
過
以
前
に
於

て
、
品
目
枇
は
、
保
険
金
額
の
限
度
に
於
て
、
填
補
す
る
o

但
し
、
阪
に
咽
明
書
の
填
補
支
抑

ωた
め
、
保
険
金
額

が
、
昼
部
ま
た
は
一
部
・
帳
消
し
に
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
は
、
そ
の
残
額
仁
於
て
の
み
武
仁
任
す
る
。
」

四

財
産
生
命
保
険
に
於
げ
る
保
険
金
額

財
産
生
命
保
険
に
於
け
る
保
険
事
件
は
、
銑
に
逃
ぺ
た
る
如
〈
、
火
災
保
険
的
如
〈
軍
一
な
る
も
の
で
は
な

一一一一一

く
、
積
々
な
る
も
の
を
包
合
す
る
結
に
於
て
海
上
保
険
ご
類
似
す
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
、
海
上
保
険
的
保
険
期

こ
の
保
険
に
於
て
は
、

そ
の
保

闘
は
・
通
常
一
ヶ
年
若
し
く
は
一
航
海
正
い
ふ
が
如
き
短
期
間
で
ゐ
る
に
反
L
、

i 5-3， a).， a. a. O. 

e 5-3.， a. a. O. 
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険
叫
闘
は
、
原
則
ヰ
し
て
、

財
産
の
使
用
可
抱
性
が
喪
失
す
る
に
至
る
ま
で
の
長
期
間
で
あ
る
貼
に
於
て
、
ま
た

之
ご
異
る
o

従
っ
て
、
4

-

の
財
産
生
命
保
険
に
於
て
は
、
保
険
者
は
、
こ
の
長
期
の
保
険
期
間
内
に
、
数
回
に
亘

っ

τ後
生
す
る
の
可
能
ゐ
る
保
険
事
件
に
針
し
、
ま
た
数
回
に
亘
っ
て
支
梯
ひ
を
な
す
可
能
あ
る
も
の
で
ゐ
る
。

殊
に
、
火
災
保
険
や
海
上
保
険
に
於

τは
、
保
険
事
件
は
或
は
後
生
す
る
と
ご
な
〈
し
て
、
保
険
期
間
の
経
過
す

る
ヨ
」
ご
が
一
度
々
め
る
の
で
ゐ
る
が
、

こ
の
財
産
生
命
保
険
仁
於
て
は
、
阪
仁
通
ぺ
た
る
が
如
〈
、
財
産
の
使
用
可

能
性

ω喪
失
ご
い
ふ
こ
子
炉
」
も
、

そ
の
保
険
事
件

ω
一
つ
ご
す
る
の
で
あ
る
か
ら
・
保
険
金
の
支
挑
ひ
を
な
す
こ

正
、
な
る
傑
件
に
る
保
険
事
件
は
、
早
晩
、
必
中
畿
生
の
可
能
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
、
こ

ω保
険
に
於

τは
、
保
険
金
は
数
回
に
支
梯
は
る
、
可
飽
ゐ
り
、
且
つ
必
守
早
晩
こ
れ
が
支

保
険
持
券
に
於
て
は
、
「
保
険
会
額
は
総
て
の
保
険
事
件
に
相
到
し
、

梯

οを
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、

軍
一
な
る
も
の
で
あ
る
」
正
規
定
し
て
居
る
。
そ
し
て
、
「
曾
枇
の
給
付
は
、
常
に
、
保
険
の
目
的
に
生
じ
た
る
損

害
的
車
純
な
る
填
補
た
る
限
度
仁
止
む
る
」
一
」
吉
、
，
し
て
居
る
か
ら
、
各
よ
的
保
険
事
件
の
後
生
の
場
合
に
於
て
、

保
険
契
約
者
は
、
保
険
の
目
的
た
る
則
産
の
煩
椅
を
保
持
す
る
以
上
の
結
川
市
を
来
す
が
如
き
支
掛
ひ
を
受
け
百
る

ニ
古
に
な
っ

τ居
る
。
ま
た
、
各
I
の
保
険
事
件
に
あ
た
h
、
曾
枇
の
給
付
し
た
る
金
額
は
、
之
や
保
険
金
額
よ

h
控
除
し
、
そ
り
残
額
九
官
以

τ保
険
者
の
責
任
額
己
す
る
の
で
あ
る
o
伎
に
保
険
者
が
、
各
ー
の
保
険
事
件
に
あ

た
h
給
付
し
た
る
金
額
が
、
合
計

Lτ
、
保
険
金
額
的
会
額
に
悲
し
た
る
場
合
に
は
、

財
産
生
命
保
険

こ
れ
を
以
て
保
険
金
額
の

第
二
十
六
巷

第
宜
貌

五
一九

七
回

言語詰

議

~ 3-a. a. 0 
書 .. ~-a. a. O. 
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論

襲

貯
蔵
生
A
W
保
険

第
二
十
六
巻

七
回

第
五
概

，、。

支
抽
抑
ω
h
f
完
了
し
た
る
-
』
正
、
な
る
。

然
ら
ば
・
こ
の
保
険
金
額
は
如
何
に

L
て
之
を
定
h
u

る
か
ご
い
ふ
に
、
品
H

祉
に
も
、
保
険
契
約
者
に
も
溺
L
て

居
な
い
専
門
家

ω鑑
定
に
よ
っ

τ保
険
り
目
的
た
る
べ
き
も
り
、
現
在
的
債
格
(
郎
も
貨
幣
侭
伯
)
を
認
定

L
、

そ
れ
を
以
て
J

保
険
金
額
的
最
高
限
皮
正
す
る

ω
で
ゐ
る
o

即
も
誇
券
に
は
「
保
険
A
M

初
は
、
保
険
契
約
締
結
ゆ

ピ
き
に
胴
明
主
り
専
門
家
り
認
定
し
た
所

ω、
建
物

ω会
問
慣
格
、
若
し
く
は
そ
の
一
部
分
を
超
過
し
一
ー
は
な
ら
な

h
y
」
吉
規
定
し
て
居
る
o

そ
し
て
、
保
険
事
件
が
費
生
し
て
、

こ
の
保
険
金
額
に
揃
た

F
る
一
部
的
支
掛
川
υ
を
し

た
場
合
に
は
、
保
険
り
目
的
た
る
建
物

ω
残
伶
便
秘
(
岡
田
言
。
与
を
認
定
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
白
の
で
あ
る

が
、
こ
の
場
合
に
は
、
専
門
家
り
鍛
定
を
基
礎
ご
し
て
定
め
た
る
現
官
残
俄
償
桁
が
、

そ
の
ご
き
に
於
り
る
新
築

耐
胴
桁
仁
謝
し
て
有
す
る
剣
合
ピ
.
同
じ
制
令
を
保
険
金
額
に
針

L
t
も
う
所
的
傾
を
、

る
も
の
を
以
て
、
契
約
上
の
残
伶
倒
格
ピ
す
る
内

保
険
金
額
よ
ム
リ
撚
除
し
た

保
険
金
額
は
、
右
に
越
ぷ
る
が
刻
〈
、
契
約
締
結
嘗
附
仁
於
て
、
専
門
家

ω鑑
定
し
た
る
所
を
基
礎
ご
す
る
の

で
ゐ
る
が
、
併
L
保
険

ω目
的
た
る
娃
物
の
偲
椅
は
・
そ
の
後
事
情

ω媛
化
に
よ
り
騰
貴
す
る
ヨ
』
ご
も
ゐ
る
ぺ

く
、
ま
た
下
落
す
る
こ
ど
も
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
真
に
建
物
の
倒
椅
そ

ωも
り
は
別
ご
し
て
も
・
新
ら
た
に
之
や
築

恋
す
る
ご
な
れ
ば
、
之
に
要
す
る
所
の
材
料
若
し
〈
は
工
設
が
保
険
契
約
締
結
の
嘗
時
に
比
較
し
て
騰
貴
し
ま
た

は
下
落
し
て
居
な
い
正
も
限
ら
な
い
。
放
に
こ
の
保
険
に
於

τは、

一
日
寸
保
険
金
額
を
定
め
て
も
・
右
の
如
き

i 1-3.， a. a. 0 

e 5-4. a).. a. a. o. 2) 
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事
情
の
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
は
保
険
者
ご
合
儀
の
上
、
保
険
金
額
の
引
上
げ
を
な
し
・
若
し
く
は
そ
の
引
下

げ
を
な
す
一
』
さ
が
由
来
る
。

五

財
産
生
命
保
険
に
於
け
る
拾
付

財
産
生
命
保
険
仁
於
て
、
保
険
事
件
の
殺
生
し
た
る
場
合
に
、
保
険
者
の
給
付
す
る
所
の
も
の
は
、
原
則
芭

L

τ、
貨
枇
別
的
支
釧
で
ゐ
品
。
そ
し
て
、

こ
の
保
険
に
於
て
は
、
第
一
日
間
及
び
第
二
献
の
保
険
事
件
ピ

L
T前
に
越

べ
た
る
所
の
も
の
が

保
険
期
間
中
に
後
生

L
な
か
っ
た
場
合
に
於
て
は
、

調
は
ゆ

保
険
期
間

ω渦
了
ご
共
に

る
「
使
用
可
能
性
的
喪
失
」
正
い
ム
保
険
事
件
が
級
生
し
た
も
の
ピ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
保
険
期
聞
の

満
了
己
共
に
俊
生
す
る
損
害
に
劃
す
る
填
補
己
し
て
.
合
一
祉
は
、
保
険
契
約
者
に
保
険
金
額
り
支
捌
を
な
す
0

」ニ

の
保
険
金
の
支
搬
は
、
合
枇
に
支
榔
義
務
が
確
定

L
た
る
後
、
十
四
日
を
経
過
し
た
後
に
履
行
す
る
の
で
ゐ
つ

て
、
且
っ
そ
の
履
行
が
、
保
険
制
件
後
生
り
通
知
を
受
け
た
る
日
よ
b

一
ヶ
月
以
後
に
遅
れ
る
ご
き
は
、

包

以
後
の
期
間
に
封
し
年
四
歩

ω利
息
を
附
け
る
。

ケ

月

然
る
に
、

こ
の
保
険
に
於

τは
、
保
険
制
問

ω
満
了
以
前
に
於
て
、
謂
は
ゆ
る
第
一
一
州
ま
た
は
第
三
和
的
保
険

事
件
が
畿
生
し

τ可
修
損
害
(
『

E
F
Z
印

ozEE)
を
惹
起
す
こ
ご
が
ゐ
品
。
こ
の
場
合
に
於
工
は
、
そ
の
修
総

司
要
す
る
曲
賀
川
が
少
〈
ご
も
五
十
合
貨
馬
克
な
る
場
合
仁
限
'p
、
曾
枇
は
そ
の
費
用
の
填
補
正
し
て
支
梯
ひ
を
な

論

難

第
二
十
六
省

財
産
生
命
保
険

t
凹=一

第
五
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前

議

プξ

財
産
生
命
保
険

停
ニ
+
大
巻

七
四
回

瞳
用
車
競

す
。
但
し
、
こ
の
場
合
に
於
て
も
、
危
険
事
情
が
急
迫
し
て
居
な
い
ど
き
に
は
、
是
の
修
繕
ど
必
要
ご
す
る
所
の

事
情
、
並
び
に
之
に
要
す
る
費
用
に
う
い
て
、
工
事
着
手
以
前
に
於
て
、
専
門
家
に
よ
b
て
判
定
せ
!
む
る
こ
Z

ζ

の
貼
に
つ
き
‘
保

に
な
っ

τ居
る
。

こ
れ
を
意
思
統
通
手
縦

2
2
P庄
町
百
四
ω〈

2
E
E
)
ご
い
ふ
o

若
し
、

険
契
約
者
正
曾
枇
ご
の
聞
に
意
思
の
合
致
を
見
る
唱
て
乙
が
出
来
な
い
ご
き
は
、
仲
裁
々
刊
の
決
定
に
よ
り
て
之
を

定
め
る
ο
併

L
、
保
険
事
件
畿
生
の
通
知
を
w

曾
枇
が
受
附
加
し
た
級
、

一
ヶ
月
を
経
過
し
て
も
、
術
ほ
、
こ
の
領

害
額
が
確
定
し
な
い
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
は
、
そ
の
事
情
の
下
に
於

τ、
曾
一
枇
が
、
少
〈
ご
も
支
抑
は
ね
ば

な
ら
ぬ
所
の
金
額
的
金
額
の
支
榔
ひ
を
要
求
す
る
こ
ご
が
出
来
る
o

修
繕
工
事
の
場
合
に
は
、
曾
枇
は
、
そ
の
工
事
施
行
中
・
そ
れ
が
契
約
ま
た
は
協
定
に
迎
合
し
て
行
は
れ
て
居

る
炉
否
か
を
視
察
す
る

ω権
利
や
も
ち
、
若
L
、
保
険
契
約
者
一
炉
、
契
約
者
し
〈
は
協
定
を
著

L
〈
超
過
し
た
る

施
行
を
な
す
場
合
に
は
、
曾
枇
は
、

炉
、
る
超
過
施
行

ω初
ま
り
た
る
ご
き
ま
で
の
費
加
を
填
補
す
る
村
い
け
で
ぞ

の
責
任
を
見
る
、
ご
ご
が
出
来
る
。
併
し
、
曾
枇
も
亦
、
契
約
若
し
く
は
協
定
に
違
反
す
る
指
闘
を
工
事
の
施
行

に
劃
し
て
奥
へ
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。

修
繕
工
事
仁
謝
す
る
費
用
填
舗
の
支
帥
酬
は
、
若
手
後
、
選
〈
ご
も
二
週
間
内
に
履
行
せ
ら
れ
る
。

保
険
金
額

が
、
建
物
の
新
築
費
用
(
保
険
債
格
)
よ
ふ
り
少
き
場
合
、
帥
も
一
部
保
険

(
Cロ
Z
2
0呂町
O
E
2
5向
)
の
場
合
に
は
、

修
繕
填
補
金
も
亦
、
保
険
金
額
の
新
築
費
用
(
保
険
債
格
)
に
劃
す
る
割
令
に
於
て
支
梯
は
れ
る
削

e 4-1乱).， a. a. O. 
~ 3-4.， a" a. 0 

~ 4-1-b).， a. a. 0 
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修
繕
填
締
金
の
支
扮
ひ
を
求
む
る
場
合
仁
は
.
保
険
契
約
者
は
、
保
険
事
件

ω後
生
を
遅
滞
な
〈
曾
融
仁
通
知

せ
ね
ば
な
ら
向
。
保
険
契
約
者
が
、
故
意
ま
た
は
重
大
な
る
過
失
に
よ
h
、
こ
の
通
知
義
務
を
怠
'
り
た
る
場
合
に

は
、
品
目
祉
は
給
付
義
務
を
免
れ
、
且
つ
保
険
契
約
を
解
除
す
る
-
』
ご
が
出
来
る
。
但
し
こ
の
解
除
の
場
合
に
於
て

も
、
曾
枇
は
、
最
初

ω一
一
一
グ
年
聞
の
保
険
料
を
受
領
す
る
構
利
を
失
ふ
も
の
で
は
な
い
。

修
繕
工
事
に
闘
し
、
前
越
の
意
思
統
通
手
紙
(
〈

S
Eロ
缶
四
ロ
ロ
同

2
0
b
z自
)
正
し
て
、
専
門
家

ω判
定
を
求
め
た

る
場
合
に
、
舎
枇
己
保
険
契
約
者
正
の
意
見

ω合
致
を
見
た
る
ピ
き
は
、
-
』
の
判
定
の
費
用
は
両
者
に
於

τ折
竿
負

備
す
る
。
意
見
の
合
致
を
見
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
技
用
の
負
搭
に
つ
い
て
も
・
仲
裁
々
一
刊
の
決
定
を
求
め
る
円

右
の
如
〈
、
保
険
期
間
満
了
以
前
こ
於
t
、
請
は
ゆ
る
可
修
損
害
の
填
補
り
た
め
、
曾
祉
が
投
用
填
補

ω支
梯

ひ
を
な
し
た
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
け
の
金
額
は
之
を
保
険
金
額
よ
り
順
次
控
除
L
て
行
言
、
そ
の
感
額
の
範
国

内
に
於
て
、
後

ω可
修
損
害
に
岨
到
し
填
補
支
梯
ひ
の
義
務
を
負
携
し
、
保
険
期
間
満
了
の
ご
き
に
至
b
、
倫
ほ
残

額
ゐ
る

E
き
は
、
そ
の
額
の
範
囲
内
に
於

τの
み
、
諦
は
ゆ
る
「
使
用
可
能
性
の
喪
失
」
じ
謝
す
る
填
補
支
梯
ひ
を

な
す
の
で
ゐ
る
。

か
〈

τ、
保
険
期
間
満
了
以
前
に
於
て
も
、
保
険
金
額
全
部
の
支
抑
を
了
す
る
か
、
若
し
く
は
保
険
期
聞
の
満

了
ご
共
に
そ
の
全
部

ω支
梯
ひ
を
了
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
保
険
は
を
の
ご
き
を
以
て
柊
ア
す
る
。

(
未
完
)
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